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○生活保護法に基づく施術者の指定………………（福祉保健課）１
○有害興行の指定……………………………………（こども家庭課）１
○民有林の保安林の指定……………………………（自然環境課）１
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告　　　　　示

宮崎県告示第 550号
　生活保護法（昭和25年法律第 144号）第55条第１項（中国残留邦
人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特
定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条
第４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定に
より、医療扶助及び医療支援給付のための施術を担当させる者を次
のとおり指定した。
　　令和元年11月28日
　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣

氏名及び施術所の
名　　称 所　在　地 指定年月日

髙崎泰伸
（フレアス在宅マ
ッサ－ジ高鍋）

児湯郡高鍋町大字上江
2029－１カ－サＭⅢ 2
02号

平成31年２月１日

上山龍秋
（フレアス在宅マ
ッサ－ジ高鍋）

児湯郡高鍋町大字上江
2029－１カ－サＭⅢ 2
02号

平成31年２月１日

黒木翔
（フレアス在宅マ
ッサ－ジ高鍋）

児湯郡高鍋町大字上江
2029－１カ－サＭⅢ 2
02号

令和元年10月７日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
宮崎県告示第 551号
　宮崎県における青少年の健全な育成に関する条例（昭和52年宮崎
県条例第27号）第14条第１項の規定により、青少年に有害な興行と
して次のものを指定した。
　　令和元年11月28日
　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

指定番号 種類 題　　　　　　　　　　名 製作・配給会社名 指定年月日

１年－46 映画 強がりカポナータ 横山組
＜オーピー映画＞ 令和元年11

月19日
１年－47 映画 ひとり妻　熟れた旅路の果てに 竹洞組

＜オーピー映画＞

１年－48 映画 発情物語　幼馴染はヤリ盛り 竹洞組
＜オーピー映画＞

１年－49 映画 猥褻奇談　生娘の白い太股 深町組
＜新東宝映画＞

１年－50 映画 不実な女と官能詩人
（原題）ＣＵＲＩＯＳＡ

クロックワークス
（フランス）

指定理由 　内容の全部又は一部が、著しく青少年の性的感情を刺激し、青少年に粗暴性若しくは残虐性を生ぜしめ、又は青少年の
犯罪を誘発し、その健全な成長を阻害するおそれがあるため。

宮崎県告示第 552号
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　森林法（昭和26年法律第 249号）第25条の２第１項の規定により
、次のとおり民有林の保安林の指定をする。
　　令和元年11月28日
　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣
１　民有林の保安林の所在場所　日南市北郷町大藤字迫前乙1438－
　１（次の図に示す部分に限る。）
２　指定の目的　土砂の流出の防備
３　指定施業要件
　⑴　立木の伐採の方法
　　ア　主伐に係る伐採種は、定めない。
　　イ　主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所
　　　在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢
　　　以上のものとする。
　　ウ　間伐に係る森林は、次のとおりとする。
　⑵　立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種
　　　次のとおりとする。
　　（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関
　係書類を宮崎県環境森林部自然環境課及び南那珂農林振興局並び
　に日南市役所に備え置いて縦覧に供する。）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
宮崎県告示第 553号
　森林法（昭和26年法律第 249号）第29条の規定により、農林水産
大臣から、次のとおり保安林の指定をする予定である旨の通知があ
った。
　　令和元年11月28日
　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣
１　保安林予定森林の所在場所　都城市安久町3400－20から3400－
　23まで
２　指定の目的　水源の涵

かん

養
３　指定施業要件
　⑴　立木の伐採の方法
　　ア　主伐に係る伐採種は、定めない。
　　イ　主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所
　　　在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢
　　　以上のものとする。
　　ウ　間伐その他特別の場合の伐採に係るものは、次のとおりと
　　　する。
　⑵　立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種
　　　次のとおりとする。
　　（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を宮崎県環境森林
　部自然環境課及び北諸県農林振興局並びに都城市役所に備え置い
　て縦覧に供する。）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
宮崎県告示第 554号
　森林法（昭和26年法律第 249号）第29条の規定により、農林水産
大臣から、次のとおり保安林の指定をする予定である旨の通知があ
った。
　　令和元年11月28日
　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣
１　保安林予定森林の所在場所　延岡市追内町 684－１
２　指定の目的　水源の涵

かん

養
３　指定施業要件
　⑴　立木の伐採の方法
　　ア　次の森林については、主伐は択伐による。

　　　　 684－１（次の図に示す部分に限る。）
　　イ　その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
　　ウ　主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所
　　　在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢
　　　以上のものとする。
　　エ　間伐に係る森林は、次のとおりとする。
　⑵　立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種
　　　次のとおりとする。
　　（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関
　係書類を宮崎県環境森林部自然環境課及び東臼杵農林振興局並び
　に延岡市役所に備え置いて縦覧に供する。）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
宮崎県告示第 555号
　森林法（昭和26年法律第 249号）第29条の規定により、農林水産
大臣から、次のとおり保安林の指定をする予定である旨の通知があ
った。
　　令和元年11月28日
　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣
１　保安林予定森林の所在場所　西都市大字銀鏡字真沙道 133－イ
　、 139－ロ、字広猿渡 184、 206－１
２　指定の目的　水源の涵

かん

養
３　指定施業要件
　⑴　立木の伐採の方法
　　ア　次の森林については、主伐は択伐による。
　　　　字真沙道 133－イ・ 139－ロ（以上２筆について次の図に
　　　示す部分に限る。）、字広猿渡 184・ 206－１（以上２筆に
　　　ついて次の図に示す部分に限る。）
　　イ　その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
　　ウ　主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所
　　　在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢
　　　以上のものとする。
　　エ　間伐に係る森林は、次のとおりとする。
　⑵　立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種
　　　次のとおりとする。
　　（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関
　係書類を宮崎県環境森林部自然環境課及び児湯農林振興局並びに
　西都市役所に備え置いて縦覧に供する。）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
宮崎県告示第 556号
　森林法（昭和26年法律第 249号）第33条の２の規定により、次の
とおり保安林の指定施業要件を変更する。
　　令和元年11月28日
　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣
１　指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所　日南市北郷町大
　藤字迫前乙1438－１（次の図に示す部分に限る。）
２　保安林として指定された目的　土砂の流出の防備
３　変更後の指定施業要件
　⑴　立木の伐採の方法
　　ア　主伐は、択伐による。
　　イ　主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所
　　　在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢
　　　以上のものとする。
　　ウ　間伐に係る森林は、次のとおりとする。
　⑵　立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種
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　　　次のとおりとする。
　　（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関
　係書類を宮崎県環境森林部自然環境課及び南那珂農林振興局並び
　に日南市役所に備え置いて縦覧に供する。）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
宮崎県告示第 557号
　森林法（昭和26年法律第 249号）第33条の３において準用する同
法第29条の規定により、農林水産大臣から、次のとおり保安林の指
定施業要件を変更する予定である旨の通知があった。
　　令和元年11月28日
　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣
１　指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所　西都市大字銀鏡
　字真沙道 133－イ
２　保安林として指定された目的　土砂の流出の防備
３　変更後の指定施業要件
　⑴　立木の伐採の方法
　　ア　主伐は択伐による。
　　　　字真沙道 133－イ
　　イ　主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所
　　　在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢
　　　以上のものとする。
　　ウ　間伐に係る森林は、次のとおりとする。
　⑵　立木の伐採の限度
　　　次のとおりとする。
　　（「次のとおり」は省略し、関係書類を宮崎県環境森林部自然
　環境課及び児湯農林振興局並びに西都市役所に備え置いて縦覧に
　供する。）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
宮崎県告示第 558号
　民有林の保安林の指定予定（令和元年宮崎県告示第 423号）に係
る保安林予定森林に関し登記した権利を有する者のうち、次の者に
ついては、所在が不分明なため、森林法（昭和26年法律第 249号）
第 189条の規定により、保安林の指定予定の通知の内容を、当該保
安林の属する市町村の市役所又は町村役場に掲示するとともに、そ
の要旨を告示する。
　　令和元年11月28日
　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣
１　掲示場所及び所在が不分明な者の氏名
　　日南市役所
　　木元善被
２　通知の要旨
　⑴　保安林として指定する予定であること。
　⑵　指定に係る保安林予定森林の所在場所、指定の目的及び指定
　　施業要件については令和元年宮崎県告示第 423号によること。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
宮崎県告示第 559号
　保安林の指定施業要件の変更予定（令和元年宮崎県告示第 426号
）に係る保安林に関し登記した権利を有する者のうち、次の者につ
いては、所在が不分明なため、森林法（昭和26年法律第 249号）第
 189条の規定により、保安林の指定施業要件の変更予定の通知の内
容を、当該保安林の属する市町村の市役所又は町村役場に掲示する
とともに、その要旨を告示する。
　　令和元年11月28日
　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣

１　掲示場所及び所在が不分明な者の氏名
　　日南市役所
　　木元善被
２　通知の要旨
　⑴　保安林の指定施業要件を変更する予定であること。
　⑵　変更に係る保安林の所在場所及び変更後の指定施業要件につ
　　いては令和元年宮崎県告示第 426号によること。

公　　　　　告

　土地改良法（昭和24年法律第 195号）第30条第２項の規定により
、新富土地改良区（新富町）から令和元年10月８日付けで申請のあ
った定款の変更を認可した。
　　令和元年11月28日
　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣

選挙管理委員会告示

宮崎県選挙管理委員会告示第35号
　平成30年12月23日執行の宮崎県知事選挙に係る候補者の選挙運動
に関する収入及び支出の報告書の要旨について、公職選挙法（昭和
25年法律第 100号）第 192条第１項の規定により、次のとおり公表
する。
　　令和元年11月28日
　　　　　　　　宮崎県選挙管理委員会委員長　吉　瀬　和　明
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正　　　　　誤

　令和元年10月７日付け県公報（第45号）中

ページ 段 行 誤 正

１ 右 45

１　指定施業要件の変更に係
　る保安林の所在場所と指定
　の目的

１⑴　指定施業要件の変更に
　　係る保安林の所在場所
　　宮崎県小林市（次の図に
　　示す部分に限る）
　⑵　指定の目的　土砂の流
　　出の防備
　⑶　変更後の指定施業要件
　　ア　立木の伐採の方法
　　　(ｱ)　主伐に係る伐採種
　　　　を定めない。
　　　(ｲ)　主伐として伐採を
　　　　することができる立
　　　　木は、当該立木の所
　　　　在する市町村に係る
　　　　市町村森林整備計画
　　　　で定める標準伐期齢
　　　　以上のものとする。
　　　(ｳ)　間伐に係る森林は
　　　　、次のとおりとする
　　　　。
　　イ　立木の伐採の限度
　　　　次のとおりとする。
２⑴　指定施業要件の変更に
　　係る保安林の所在場所と
　　指定の目的

１ 右 49 昭和７年４月５日官報宮崎県
告示保編第１号、

１ 右 53 ２ ⑵

１ 右 54 ⑴ ア

２ 左 １～３ ⑵　立木の伐採の限度並びに
　植栽の方法・期間及び樹種
　　変更後の立木の伐採の限
　度並びに植栽の方法・期間
　及び樹種は、次のとおりと
　する。

イ　立木の伐採の限度並びに
　植栽の方法・期間及び樹種
　　次のとおりとする。

２ 左 ４ 　（「次のとおり」は、省略
し、その関係書類を宮崎県環
境森林部自然環境課、西臼杵
支庁及び西諸県農林振興局並
びに小林市役所及び五ヶ瀬町
役場に備え置いて縦覧に供す
る。）

　（「次の図」及び「次のと
おり」は、省略し、その図面
及び関係書類を宮崎県環境森
林部自然環境課、西臼杵支庁
及び西諸県農林振興局並びに
小林市役所及び五ヶ瀬町役場
に備え置いて縦覧に供する。
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